
  

一 

青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

新
旧
対
照
条
文 

○ 
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
七
十
九
号
） 

抄 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

目
次 第

一
章 

（
略
） 

第
二
章 

基
本
計
画
（
第
八
条
） 

第
三
章 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
適
切
な
利
用
に
関
す
る
教
育
及
び
啓
発
活
動
の

推
進
等
（
第
九
条
―
第
十
二
条
） 

第
四
章 

青
少
年
が
青
少
年
有
害
情
報
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め

の
措
置
（
第
十
三
条
―
第
二
十
三
条
） 

第
五
章
・
第
六
章 

（
略
） 

附
則 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

７ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
」
と
は
、
専
ら

携
帯
電
話
端
末
等
（
そ
の
一
端
が
携
帯
電
話
端
末
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
と
接
続
さ
れ

る
た
め
の
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
移
動
端
末
設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
第
十

二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
さ
れ
て
い
る
情
報
を
そ
の
利

用
者
の
選
択
に
応
じ
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か

ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
を
可
能
と
す
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
っ
て
青

目
次 第

一
章 

（
略
） 

第
二
章 

基
本
計
画
（
第
八
条
―
第
十
二
条
） 

第
三
章 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
適
切
な
利
用
に
関
す
る
教
育
及
び
啓
発
活
動
の

推
進
等
（
第
十
三
条
―
第
十
六
条
） 

第
四
章 

青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
義
務
等
（
第
十

七
条
―
第
二
十
三
条
） 

第
五
章
・
第
六
章 

（
略
） 

附
則 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

７ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
」
と
は
、
携
帯

電
話
端
末
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
を
可
能
と
す

る
電
気
通
信
役
務
で
あ
っ
て
青
少
年
が
こ
れ
を
利
用
し
て
青
少
年
有
害
情
報
の

閲
覧
を
す
る
可
能
性
が
高
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

   



  

二 

少
年
が
こ
れ
を
利
用
し
て
青
少
年
有
害
情
報
の
閲
覧
を
す
る
可
能
性
が
高
い
も

の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

８ 

（
略
） 

９ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
」

と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
さ
れ
て
い
る
情
報
を
一

定
の
基
準
に
基
づ
き
選
別
し
た
上
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
者
の
青
少
年

有
害
情
報
の
閲
覧
を
制
限
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
計
算
機
に
対
す
る
指

令
で
あ
っ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の

を
い
う
。
第
十
六
条
及
び
第
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。 

10
～
12 

（
略
） 

（
保
護
者
の
責
務
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

保
護
者
は
、
携
帯
電
話
端
末
等
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
が
不
適
切
に

行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
青
少
年
の
売
春
、
犯
罪
の
被
害
、
い
じ
め
等
様
々
な
問
題

が
生
じ
る
こ
と
に
特
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
章 

基
本
計
画 

（
削
る
） 

第
八
条 

（
略
） 

第
三
章 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
適
切
な
利
用
に
関
す
る
教
育
及
び
啓
発
活

動
の
推
進
等 

第
九
条
～
第
十
二
条 

（
略
） 

第
四
章 

青
少
年
が
青
少
年
有
害
情
報
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
を
防
止
す
る

  

８ 

（
略
） 

９ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
」

と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
さ
れ
て
い
る
情
報
を
一

定
の
基
準
に
基
づ
き
選
別
し
た
上
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
者
の
青
少
年

有
害
情
報
の
閲
覧
を
制
限
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
計
算
機
に
対
す
る
指

令
で
あ
っ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の

を
い
う
。
）
を
い
う
。 

10
～
12 

（
略
） 

（
保
護
者
の
責
務
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

保
護
者
は
、
携
帯
電
話
端
末
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利

用
が
不
適
切
に
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
青
少
年
の
売
春
、
犯
罪
の
被
害
、
い
じ
め

等
様
々
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
特
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
章 

基
本
計
画 

第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で 

削
除 

第
十
二
条 

（
略
） 

第
三
章 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
適
切
な
利
用
に
関
す
る
教
育
及
び
啓
発
活

動
の
推
進
等 

第
十
三
条
～
第
十
六
条 

（
略
） 

第
四
章 

青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
義
務
等 



  

三 

た
め
の
措
置 

（
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
の
青
少
年
確
認
義
務
） 

第
十
三
条 

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
及
び
携
帯
電
話

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
の
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続

役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
（
以
下
「
役
務
提
供
契
約
」
と
い
う
。
）
の
締
結
の

媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
業
と
し
て
行
う
者
（
以
下
「
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
役
務
提
供
契
約
（
既
に
締
結

さ
れ
て
い
る
役
務
提
供
契
約
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
既
契
約
」
と
い
う
。
）

の
変
更
を
内
容
と
す
る
契
約
又
は
既
契
約
の
更
新
を
内
容
と
す
る
契
約
に
あ
っ

て
は
、
当
該
既
契
約
の
相
手
方
又
は
当
該
既
契
約
に
係
る
携
帯
電
話
端
末
等
の
変

更
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締
結
又

は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

当
該
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
が
青
少
年
で
あ
る
か
ど
う

か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

り
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
が
青
少
年
で
な
い
こ
と
を
確

認
し
た
と
き
は
、
当
該
相
手
方
に
対
し
、
当
該
役
務
提
供
契
約
に
係
る
携
帯
電
話

端
末
等
の
使
用
者
が
青
少
年
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

携
帯
電
話
端
末
等
を
青
少
年
に
使
用
さ
せ
る
た
め
に
役
務
提
供
契
約
を
締
結

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
が

前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
に
対
し
、
そ
の
旨
を
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

  

（
新
設
） 

                   



  

四 

い
。 

（
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
の
説
明
義
務
） 

第
十
四
条 

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
は
、
役
務
提
供

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
が
青
少
年
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該

青
少
年
に
対
し
、
役
務
提
供
契
約
に
係
る
携
帯
電
話
端
末
等
の
使
用
者
が
青
少
年

で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
が
そ
の
青

少
年
の
保
護
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
保
護
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
、
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

携
帯
電
話
端
末
等
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
青
少
年
が
青

少
年
有
害
情
報
の
閲
覧
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
旨 

二 

青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
必
要
性
及
び
内

容
並
び
に
第
十
六
条
に
規
定
す
る
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
有
効

化
措
置
の
必
要
性
及
び
内
容 

（
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
の
青
少
年
有
害
情
報
フ

ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
義
務
） 

第
十
五
条 

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
は
、
役
務
提
供
契

約
の
相
手
方
又
は
役
務
提
供
契
約
に
係
る
携
帯
電
話
端
末
等
の
使
用
者
が
青
少

年
で
あ
る
場
合
に
は
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

条
件
と
し
て
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
青
少
年
の
保
護
者
が
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン

グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い
旨
の
申
出
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

  

（
新
設
） 

          

（
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
の
青
少
年
有
害
情
報
フ

ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
義
務
） 

第
十
七
条 

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
は
、
携
帯
電
話
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
を
提
供
す
る
契
約
の
相
手
方
又
は
携
帯
電
話
端
末
若

し
く
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
の
使
用
者
が
青
少
年
で
あ
る
場
合
に
は
、
青
少
年
有
害
情
報

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
条
件
と
し
て
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
接
続
役
務
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
青
少
年
の
保
護
者

が
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い
旨
の
申
出
を

し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 



  

五 

（
削
る
） 

   

（
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
の
青
少
年
有
害
情
報

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
有
効
化
措
置
実
施
義
務
） 

第
十
六
条 

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
は
、
携
帯
電
話

端
末
等
（
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
有
効
化
措
置
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
す
る
者
の
青
少
年
有
害
情
報
の
閲
覧
を
制
限
す
る
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
と
接
続
す
る
機
能
を
有
す
る
機
器
に
組
み
込
ま
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
機
能
を

制
限
す
る
措
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
講

ず
る
必
要
性
が
低
い
も
の
と
し
て
総
務
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を

除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
販
売
が
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
の
提

供
と
関
連
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
携
帯
電
話
端
末
等
」
と
い
う
。
）
を
販
売
す
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
携
帯
電
話
端
末
等
に
係
る
役
務
提
供
契
約
の
相
手
方

又
は
当
該
特
定
携
帯
電
話
端
末
等
の
使
用
者
が
青
少
年
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
特

定
携
帯
電
話
端
末
等
に
つ
い
て
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
有
効
化
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
青
少
年
の
保
護
者
が
、
青
少
年

有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
有
効
化
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
旨
の

申
出
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
の
義
務
） 

２ 

携
帯
電
話
端
末
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
を
そ
の
保
護
す
る
青
少
年
に
使
用
さ
せ
る

た
め
に
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
を
締
結

し
よ
う
と
す
る
保
護
者
は
、
当
該
契
約
の
締
結
に
当
た
り
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
に
対
し
そ
の
旨
を
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
新
設
） 

              

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
の
義
務
） 



  

六 

第
十
七
条 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続

役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル

タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
又
は
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
青
少
年
に
よ
る
青
少
年
有
害
情
報
の

閲
覧
に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
機
器
の
製
造
事
業
者
の
義
務
） 

第
十
八
条 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
接
続
す
る
機
能
を
有
す
る
機
器
で
あ
っ
て
青
少

年
に
よ
り
使
用
さ
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
接
続
機
器
」
と
い
う
。
）
を
製
造
す
る
事
業
者
は
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ

ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
組
み
込
む
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
青
少
年

有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
又
は
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ

リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
容
易
に
す
る
措
置
を
講
じ
た
上
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
接
続
機
器
を
販
売
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
青
少
年
に
よ
る
青
少
年

有
害
情
報
の
閲
覧
に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
機
器
の
動
作
を
直
接
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
開
発
す
る
事
業
者
の
努
力
義
務
） 

第
十
九
条 

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
行
を
す
る
た
め
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
機
器
の

動
作
を
直
接
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
す
る
事
業
者
は
、
携

帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
の
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ

ル
タ
リ
ン
グ
有
効
化
措
置
及
び
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
機
器
を
製
造
す
る

第
十
八
条 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続

役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル

タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
又
は
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
青
少
年
に
よ
る
青
少
年
有
害
情
報
の

閲
覧
に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
接
続
す
る
機
能
を
有
す
る
機
器
の
製
造
事
業
者
の
義
務
） 

第
十
九
条 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
接
続
す
る
機
能
を
有
す
る
機
器
で
あ
っ
て
青
少

年
に
よ
り
使
用
さ
れ
る
も
の
（
携
帯
電
話
端
末
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
を
除
く
。
）
を

製
造
す
る
事
業
者
は
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
組

み
込
む
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
又
は
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
容
易

に
す
る
措
置
を
講
じ
た
上
で
、
当
該
機
器
を
販
売
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
青
少
年
に
よ
る
青
少
年
有
害
情
報
の
閲
覧
に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
場
合
と

し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

   
（
新
設
） 

   



  

七 

事
業
者
の
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
又
は
青
少
年
有

害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
容
易
に
す
る
措
置
が
円
滑
に
講

ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

第
五
章 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
適
切
な
利
用
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民
間

団
体
等 

第
一
節 

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
推
進
機
関 

（
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
推
進
機
関
の
登
録
） 

第
二
十
四
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
登
録
（
以
下
単
に
「
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

総
務
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
総
務
大
臣
及
び
経
済
産

業
大
臣
に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３
～
５ 

（
略
） 

６ 

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
推
進
機
関
は
、
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を

変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
業
務
の
休
廃
止
） 

第
二
十
五
条 

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
推
進
機
関
は
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
推
進
業
務
を
休

止
し
、
又
は
廃
止
し
た
と
き
は
、
総
務
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

    

第
五
章 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
適
切
な
利
用
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民
間

団
体
等 

第
一
節 

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
推
進
機
関 

（
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
推
進
機
関
の
登
録
） 

第
二
十
四
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
登
録
（
以
下
単
に
「
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

総
務
省
令
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
総
務
大
臣
及
び
経
済

産
業
大
臣
に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３
～
５ 

（
略
） 

６ 

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
推
進
機
関
は
、
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を

変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
業
務
の
休
廃
止
） 

第
二
十
五
条 

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
推
進
機
関
は
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
推
進
業
務
を
休

止
し
、
又
は
廃
止
し
た
と
き
は
、
総
務
省
令
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 



  

八 

２ 

（
略
） 

（
総
務
省
令
・
経
済
産
業
省
令
へ
の
委
任
） 

第
二
十
九
条 

こ
の
節
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
推
進
機
関
及

び
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
推
進
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
・
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
。 

２ 

（
略
） 

（
総
務
省
令
及
び
経
済
産
業
省
令
へ
の
委
任
） 

第
二
十
九
条 

こ
の
節
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
推
進
機
関
及

び
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
推
進
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
及
び
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
。 

 
 

 
 



  

九 

○ 

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
） 

抄 

（
附
則
第
五
条
関
係
） 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
（
所
掌
事
務
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
は
、
前
条
第
二
項
の
任
務
を
達
成
す

る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一
～
二
十
六 

（
略
） 

二
十
六
の
二 

青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る

環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
の
作
成
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

二
十
六
の
三
～
六
十
二 

（
略
） 

（
所
掌
事
務
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
は
、
前
条
第
二
項
の
任
務
を
達
成
す

る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一
～
二
十
六 

（
略
） 

二
十
六
の
二 

青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る

環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
の
作
成
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

二
十
六
の
三
～
六
十
二 

（
略
） 
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